
薬事日報　薬学生新聞

　みなさん、こんにちは。前回は薬剤効

果指標の一つ、治療必要数（n u m b e r 

needed to treat：ＮＮＴ）を紹介し、薬

は服用した人全てに効いているわけでは

ない可能性についてお話ししました。復

習ですが、ＮＮＴとは"任意の期間にお

いて、どれだけの人に対して治療を行え

ば１件のイベント発症を防げるのか？"

という指標であり、その値が小さいほど

治療効果が大きいことを示しています。

　このＮＮＴという指標について、違和

感を抱いた方も多いかもしれません。薬

を服用すれば、程度の差はあれ何らかの

効果が期待できるはず…。僕たちの常識

的な感覚によれば、疑念の余地は小さい

でしょう。

　しかし、薬は誰に対しても平等に効い

ているわけではないことをＮＮＴは鮮や

かに示しています。これは、程度の差は

あれ、服用した人全てに何らかの効果が

期待できるような、効果にばらつきがあ
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ということではありません。ＮＮＴが

示しているのは、薬は「効くか」「効かな

いか」であって、効く人には、それがわず

かな効果であろうと効きますし、効かな

い人には全く効かないということです。

　こうした薬剤効果の不平等性について

別の角度で見てみましょう。平均的な心

血管リスクを有する50歳の男性に対し

て、心血管死亡が30％減るような薬剤

（例えばスタチン）を投与するとどのく

らい長生きできると思いますか？実はそ

の獲得余命は平均で７カ月程度と試算さ

れた研究が報告されています（ＰＭＩ

Ｄ：27042321）。 薬を飲んでもたった

7カ月です。みなさんはどう感じたでし

ょうか。

　注意が必要なのは、この７カ月という

数値は解析集団の平均値であるというこ

とです。獲得余命の分布状況を見てみま

すと、解析集団全体の７％にあたる人た

ちは平均99カ月の余命を獲得している

一方で、残りの93％は７カ月どころか

０カ月という結果になっています。つま

りほとんどの人に対して薬は全く効いて

いないのです。こうした薬剤効果の極端

な偏りはＮＮＴという指標から受ける薬

剤効果の不平等性を見事に説明している

ように思われます。

　薬剤効果は本質的に不平等なものなの

かもしれません。副作用が全ての人に発

現しないように、有効性もまた全ての人

には発現しないと言えば理解しやすいで

しょうか。
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　保険薬局の収入を左右す
る2018年度調剤報酬改定
の方向性が固まってきた。
次期改定の改定率は、診療
報酬本体が0.55％のプラ
ス改定で決着したが、大型
門前薬局の評価が引き下げ
られるため、実質的に調剤
はマイナス改定となりそ
う。今回は、高齢化がピー
クに達する「2025年問題」
に対応する診療報酬・介護
報酬の同時改定となるが、
大きな改革の波が押し寄せ
る中で調剤報酬は大きな引
き下げを含めた厳しさ増す
改定となる。
　具体的には、「かかりつ
け薬剤師指導料」の算定を
適切に進める一方で、お薬
手帳を十分に活用できてい
ない薬局の「薬剤服用歴管

理指導料」を引き下げ、大型門前薬局につい
てもさらなる報酬の引き下げを行うことが適
正化を行う方向性が示されている。
　さらに、調剤報酬をめぐっては、今年に入

り保険請求の付け替えなど不正が相次ぎ発
覚。政府の行政推進会議による行政事業レビ
ューの議題に調剤技術料が取り上げられ、「引
き下げの余地がある」と結論づけられたほか、
財務省からも、かかりつけ薬局を評価しつつ、
大型門前薬局だけでなく、中小の門前薬局や
マンツーマン薬局にも問題意識が示された。
加藤勝信厚生労働大臣も門前薬局の報酬引き
下げを検討することを明言するなど、逆風が
吹き荒れて外堀は埋められた格好となった。
　現段階で示されている論点は、かかりつけ
薬剤師指導料の算定を適切に推進するため、
かかりつけに同意する必要性を患者と薬剤師
が双方で確認した上で、その内容を同意書に
記載すること、同指導料を薬剤師１人当たり
月100件以上算定している場合に調剤基本料
の特例から復活できる規定を廃止すること。
お薬手帳を十分に活用できていない薬局の薬
剤服用歴管理指導料を引き下げるほか、大型
門前薬局のさらなる報酬引き下げを行うとし
た。ただ、地方の医療資源が乏しく、特定の
医療機関から処方箋が集中してしまう薬局の
評価は、検討が必要と留保している。
　以前から問題視されてきた調剤料につい
て、抜本的な見直しを求める声が相次いでお
り、具体的な点数設定が注目される。

　抜本改革の大きな柱は、特許が切れても後発品に市場を
譲っていない長期収載品の大きな価格引き下げを打ち出し
たこと。後発品の上市後、10年経過した長期収載品の価格
を段階的に後発品と揃える。後発品置き換え率が80％以上
の長期品は、まず後発品の薬価の2.5倍まで引き下げた後、
６年かけ後発品薬価に揃える。この間、先発品メーカーは
市場撤退を判断し、後発品企業は増産体制を準備する。
　後発品に置換えが難しい長期収載品は、先発品メーカー
に安全性情報の提供義務があることを踏まえ、10年かけ
て後発品価格の1.5倍まで引き下げ、後発品と一定の価格
差をつける。
　新薬創出加算は、対象を革新性と有用性のある品目に限
る仕組みに見直し、平均乖離率以下と安売りしていないこ
とを前提とした要件は廃止する。新規作用機序品は、三つ
の要件のどれか一つを満たす品目だけに限定。その上で、
新薬開発への取り組みを評価する企業指標を設ける。これ
らをポイント化し、合計が高いほど加算額を手厚くして上
位５％未満の企業だけが薬価を維持できる仕組みとしたた
め、製薬業界は猛反発。結果的に、新薬創出等加算の対象
について新規作用機序品の１番手が収載された後、１年以
内の３番手まで新薬として評価する当初案を３年以内に緩
和するほか、企業要件もポイントの高い上位５％未満を上
位25％程度まで広げることで決着した。それでも製薬企
業にとっては大きな変革を求められる抜本的な改革である
ことは確かで、国内市場は激変時代に突入する。
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